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大曲仙北広域市町村圏組合
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１ … 指定介護予防支援の概要
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<定義>
居宅の要支援者が介護予防サービス等の適切な利用ができるように、
市町村が設置する地域包括支援センターが、

①
要支援者の心身の状況、置かれている環境、要支援者や家族の希望等
を勘案し、介護予防サービス計画を作成
②
介護予防サービス計画に基づくサービス提供が確保されるよう、サー
ビス事業者との連絡調整

等を行うこと。

法（※） 第八条の二第十六項（抄）

（※）介護保険法（平成九年法律第百二十三号）以下同
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基準（※）

（指定介護予防支援の基本取扱方針）
第二十九条 指定介護予防支援は、利用
者の介護予防（法第八条の二第二項に規
定する介護予防をいう。以下同じ。）※
に資するよう行われるとともに、医療
サービスとの連携に十分配慮して行わな
ければならない。

２ 指定介護予防支援事業者は、介護予
防の効果を最大限に発揮し、利用者が生
活機能の改善を実現するための適切な
サービスを選択できるよう、目標志向型
の介護予防サービス計画を策定しなけれ
ばならない。

３ 略
（※）指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護
予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する
基準（平成18年厚生労働省令第37号） 以下同

※ 法第八条の二第二項に規定する介護予防

👉身体上又は精神上の障害があるために入浴、
排せつ、食事等の日常生活における基本的な動
作の全部若しくは一部について常時介護を要し、
又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減
又は悪化の防止をいう。
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（指定介護予防支援の具体的取扱方針）
第三十条 ※アセスメント関係

六 担当職員は、介護予防サービス計画の作成
に当たっては、適切な方法により、利用者につ
いて、その有している生活機能や健康状態、そ
の置かれている環境等を把握した上で、次に掲
げる各領域ごとに利用者の日常生活の状況を把
握し、利用者及び家族の意欲及び意向を踏まえ
て、生活機能の低下の原因を含む利用者が現に
抱える問題点を明らかにするとともに、介護予
防の効果を最大限に発揮し、利用者が自立した
日常生活を営むことができるように支援すべき
総合的な課題を把握しなければならない。

イ 運動及び移動
ロ 家庭生活を含む日常生活
ハ 社会参加並びに対人関係及び

コミュニケーション
ニ 健康管理

解釈通知（※）
第２－４－（１）⑥ （抄）

介護予防サービス計画は、個々の利用
者の特性に応じて作成されることが重要
である。このため担当職員は、介護予防
サービス計画の作成に先立ち利用者の課
題分析を行うこととなる。

（※）指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指
定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の
方法に関する基準について（平成18年３月31日老振発第
0331003号・老老発第0331016号） 以下同
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２ … 指定介護予防支援の留意点
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基準（抄）

（介護予防支援の提供に当たっての留意点）
第三十一条

一
単に運動機能や栄養状態、口腔機能といった
特定の機能の改善だけを目指すものではなく、
これらの機能の改善や環境の調整などを通じて、
利用者の日常生活の自立のための取組を総合的
に支援することによって生活の質の向上を目指
すこと。

解釈通知

第２－４－（２）① （抄）

介護予防が単に運動機能や栄養状態、口腔機能と
いった利用者の特定の機能を向上させることを目的
とするものではなく、これらの心身機能の改善や環
境調整などを通じて、利用者ができる限り要介護状
態にならないで自立した日常生活を営むことができ
るよう総合的に支援することが目的。

担当職員は、支援を行うことによって利用者がど
のような生活を営むことができるのかということを
常に留意しながら、支援を行う必要がある。
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基準（抄）

（介護予防支援の提供に当たっての留意点）
第三十一条

二
利用者による主体的な取組を支援し、常に利
用者の生活機能の向上に対する意欲を高めるよ
う支援すること。

解釈通知

第２－４－（２）② （抄）

介護予防の取組は、あくまでも利用者が自ら主
体的に取り組むことが不可欠であり、そうした主
体的な取組がなければ介護予防の十分な効果も期
待できないおそれがある。
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基準（抄）

（介護予防支援の提供に当たっての留意点）
第三十一条

三
具体的な日常生活における行為について、
利用者の状態の特性を踏まえた目標を、期間
を定めて設定し、利用者、サービス提供者等
とともに目標を共有すること。

解釈通知

第２－４－（２）③ （抄）

利用者の状態に応じた目標を設定し、利用者が
介護予防に意欲を持って主体的に取り組んだり、
支援を受けることによってどのような生活を営め
るようになるのかを理解することが重要。
また、介護予防サービス事業者等が設定された
目標を共有することにより、その目標を達成する
ために適切な支援を行うことが重要。この場合、
利用者が主体的に目標の達成に取り組めるよう、
利用者と一緒に目標を設定することが重要。
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基準（抄）

（介護予防支援の提供に当たっての留意点）
第三十一条

四
利用者の自立を最大限に引き出す支援を行
うことを基本とし、利用者のできる行為は可
能な限り本人が行うよう配慮すること。

解釈通知

第２－４－（２）④ （抄）

介護予防の取組が利用者のできる行為を増
やし、自立した生活を実現することを目指す
ものであることから、利用者の自立の可能性
を最大限引き出す支援を行うことが基本であ
り、利用者のできる能力を阻害するような
サービスを提供しないよう配慮すべきことを
規定。

👍 特に、福祉用具については、プ
ランに位置付けるにあたってはその必
要性の検討及び検討過程の記録が必須
で、プランにも当該サービスが必要な
理由を記載しなければいけない。
なぜなら、必要性を十分に検討せずに、
利用者ができないことを単に補う形で
のサービス提供になると、かえって利
用者の生活機能の低下につながりサー
ビスへの依存を生み出してしまいかね
ない。結果として利用者の自立支援は大
きく阻害されるおそれがある。
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基準（抄）

（介護予防支援の提供に当たっての留意点）
第三十一条 ※インフォーマルサービス関係

五
サービス担当者会議等を通じて、多くの種
類の専門職の連携により、地域における様々
な予防給付の対象となるサービス以外の保健
医療サービス又は福祉サービス、当該地域の
住民による自発的な活動によるサービス等の
利用も含めて、介護予防に資する取組を積極
的に活用すること。

解釈通知

第２－４－（２）⑤ （抄）

介護予防においては利用者の生きがいや自己実現
のための取組も含めて利用者の生活全般を総合的に
支援することが必要であり、介護予防支援の提供に
当たっては、介護予防サービスのみで利用者を支援
するのではなく、利用者自身の取組や家族の支援、
様々な保健医療サービスや福祉サービス、地域にお
ける住民の自発的な活動など多様な主体によるサー
ビスがサービス担当者会議等の機会を通じてそれぞ
れ連携して提供されるよう配慮すべきことを規定。
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基準（抄）

（介護予防支援の提供に当たっての留意点）
第三十一条 ※地域支援事業等との連携

六
地域支援事業（法第百十五条の四十五に規定す
る地域支援事業をいう。）及び介護給付（法第十
八条第一号に規定する介護給付をいう。）と連続
性及び一貫性を持った支援を行うよう配慮するこ
と。

解釈通知

第２－４－（２）⑥ （抄）

地域支援事業及び介護給付との連続性及び一貫
性を持たせることを規定。具体的には、要支援者
の心身の状態が改善したり、悪化したりすること
により、地域支援事業における二次予防事業
（※）の対象者となったり、要介護者と認定され
ることがある。また、二次予防事業（※）の対象
者の心身の状態が悪化したり、要介護者の心身の
状態が改善することにより要支援者と認定される
こともある。このような場合に、利用者に対する
支援が連続性及び一貫性を持って行われるよう、
指定介護予防支援事業者が地域包括支援センター
及び居宅介護支援事業者と連携を図るべきことを
規定。

（※）👉要支援や要介護になる可能性の高い高齢者が対象で、
総合事業開始に伴い廃止。現在の訪問型（通所型）サービスに相
当。
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基準（抄）

（介護予防支援の提供に当たっての留意点）
第三十一条

七
介護予防サービス計画の策定に当たっては、
利用者の個別性を重視した効果的なものとする
こと。

解釈通知（抄）

第２－４－（２）⑦

利用者が要支援に至る過程やその状態は様々で
あり、また、利用者の意欲や生活の状況等によっ
て、その取組の方法についても利用者によって
様々であることから、一人ひとりの利用者に応じ
て、効果的なサービスが提供されるよう支援すべ
きことを規定。
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基準（抄）

（介護予防支援の提供に当たっての留意点）
第三十一条

八
機能の改善の後についてもその状態の維持へ
の支援に努めること。

解釈通知（抄）

第２－４－（２）⑧

介護予防支援の提供を通じて利用者の機能が改
善した場合には、その機能が維持できるように、
利用者自らが継続的に意欲を持って取り組めるよ
う支援すべきことを規定。
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３ … 事例紹介
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